
みどりの牧場
～利用の説明書～

アトリエぶどうの木 生活訓練

みどりの牧場とは

福祉サービスの「生活訓練」施設です。自立した
生活が送れるように、生活能力を向上していくため
に必要な訓練をおこなうところです。
一人一人の目標に合わせて活動方針を決めて、
最長２年間まで様々な活動を通して訓練ができます。

活動内容

洗濯（喫茶の活動で使用するユニフォーム）、公園掃除、調理実習、
DVD鑑賞、ランチや芸術鑑賞の外出、買い物やSSTなど「こんなこ
とやりたい」「こんなところに行ってみたい」という声で１か月のプログ
ラムが決定します。※訓練手当が欲しい人は喫茶の活動にもはいれます！

デイケアとの
併用もできます

週１回からの
通所もOK!

※場合によっては送迎も
できます。ご相談ください。

工賃 ・出勤ポイント→１回の通所につき250円
・活動ポイント→1時間の活動につき100円

※余暇を楽しむための活動にはポイントはつきません

工賃は１ヶ月分を次の月の10日12時以降に現金で手渡しをしていま
す。10日がお休みの日は前日の平日にお渡しします。

利用時間

平日 １0：00～15：00
※電話は平日の９：40～1６：00まで受付けます

その他

・生活訓練後は、 ●働く（一般就労やA型事業所）
●働く準備（就労移行事業所）
●働く体力をつける（B型事業所）

など希望に応じて次の進路に進むことをサポートします。

・室内は禁煙です。タバコは近くの公園で吸うことが出来ますが
携帯灰皿を持ってきて下さい。

・希望者には500円相当の昼食（まかない）を200円で提供しています
（工賃天引き）

～連 先～
〒984-0051
仙台市若林区新寺2-3-1
長屋ビル402号室
TEL：022-293-4345
FAX：022-293-4346

ボリューム満点
なのでみんなから

大好評！！

生活リズムを身に付ける
サポートをします！

塩サバと酢豚
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利用までの流れ

①体験を何度か行う。

②お住いの区役所の障害者支援係で
「障害福祉サービス受給者証」の手続きをする。

※手帳もしくは精神科通院の自立支援医 受給者証を持って行く

※前もって利用開始日を決めておいて窓口の人に伝える
※福祉サービスをはじめて利用する人は後日簡単な訪問調査があります

③手続きが終 したらみどりの牧場に連 をする。

④後日区役所から郵送で「障害福祉サービス受給者証」
が届いたらみどりの牧場に持ってくる。

1日のタイムスケジュール

9：00（開所） 9：30まではのんびりタイム

9：30～10：00 お掃除の時間

10：00～10：15 B型のメンバーさんも一緒に
朝のミーティング

10：15～12：00 午前中の活動

12：00～13：00 お昼休み

13：00～14：00 午後の活動

14：00～14：10 まきばのメンバーさんと
帰りのミーティング

15：00（閉所） 15：00までは
のんびりタイム

公園掃除に行ったり室内で
ボードゲームやカードゲーム、
創作活動をしながら楽しんでい
ることが多いよ！

洗濯やまかないの盛り付け
をしながらみんなでのんびり
過ごしていることが多いよ！

利用料について

月額上限額世帯の収入状況区分

0円生活保護受給世帯の方生活保護

0円市町村民税非課税世帯の方低所得

9,300円非課税世帯で所得が16万円未満の
障害のある方

一般1

37,200円一般１以外の市民税課税世帯の方一般2

※一般1：前年度働いて所得があった方など
※一般２：所得のある配偶者と世帯を一緒にしている方など

（世帯を分 しているケースであれば別となります）

Twitter始めました！
みどりの牧場の活動の様子がご覧いただけます。
ぜひチェックしてみてください～！

～HP～

～Twitter～


